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支
那
府
院
問
題
に
封
す
る
一
考
察及

川

恒
　
忠

　
　
　
　
　
　
　
一

　
娩
近
．
支
那
の
政
局
が
安
直
奉
直
の
雨
職
孚
を
期
ε
し
て
「
悪
一
よ
為
『
最
悪
h
に
遷
つ
聾
始
め
陀
こ

ビ
は
衆
圓
の
観
る
所
で
あ
る
。
選
般
、
突
嶺
し
た
政
痩
の
如
き
は
最
早
骸
目
驚
膿
に
値
ひ
す
る

も
の
で
な
い
、
畢
覧
す
る
に
一
揚
の
茶
番
事
彪
る
に
外
な
ら
の
。
然
れ
ど
も
、
黎
纏
統
の
北
窟
脱

走
と
い
ム
一
幕
が
張
紹
曾
内
閣
の
総
僻
職
に
由
て
切
り
落
ε
さ
れ
、
恥
し
て
後
者
欝
職
の
理
由

が
、
所
議
府
院
問
題
と
し
て
知
ら
れ
だ
も
の
で
あ
つ
た
以
上
．
本
問
題
に
關
し
て
多
少
の
私
見
を

敲
べ
る
こ
ε
は
必
ウ
し
も
徒
爾
で
は
あ
る
ま
い
。
蓋
し
府
院
問
題
な
る
も
の
は
総
統
（
府
ぎ
内

閣
（
院
…
の
干
係
が
屡
々
圓
滑
を
映
き
た
る
こ
ε
に
由
て
惹
き
起
さ
れ
た
る
政
治
上
の
實
際
問

題
で
、
實
は
民
國
瓶
建
の
當
初
よ
）
今
日
に
至
る
ま
で
．
依
然
、
國
治
上
の
一
大
懸
案
ビ
し
て
残
さ

れ
泥
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
吾
輩
は
本
誌
一
霧
一
號
に
於
て
國
務
纏
理
論
を
取
扱
っ
た
際
、
所
論

の
煩
現
に
亘
る
を
陥
れ
、
本
問
題
へ
の
言
及
を
故
ら
に
後
日
の
機
會
に
譲
る
こ
ε
に
し
て
置
い

泥
か
ら
。

　
　
　
曳
那
府
院
闘
露
に
蟹
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
竜



　
　
　
実
那
府
院
固
躍
置
欝
す
る
嚇
獲
霧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
先
づ
最
初
に
張
内
閣
欝
職
の
理
由
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
六
月
六
日
彼
が
至
國
に
蓮
電
し
た

聾
明
は
其
の
胃
頭
に
『
萬
火
急
．
北
京
塵
議
院
．
衆
議
院
、
各
省
巡
閲
使
、
各
雀
畷
督
軍
、
督
理
、
雀
長
、
都
統
、

縛
司
令
．
大
組
統
護
軍
使
、
銭
守
使
、
師
長
、
族
長
、
各
省
議
會
、
各
法
團
各
報
館
．
均
竪
。
本
日
紹
曾
等
上
二

呈
丈
輔
日
、
皇
デ
爲
昌
繭
弼
失
職
。
董
任
不
明
岨
諸
昌
予
罷
斥
鱒
事
上
《
筆
を
起
【
、
教
い
で
（
一
》
五
月
廿
四
臼

財
欧
部
は
税
務
露
よ
墾
の
一
公
丈
に
由
て
、
税
務
塵
が
大
総
統
の
繊
旨
を
奉
じ
て
海
關
建
築
の

修
繕
擬
月
額
十
三
萬
元
を
國
會
の
憲
法
制
定
費
月
額
十
七
菖
元
に
劃
し
て
流
用
す
る
に
決
定

し
た
旨
の
通
告
に
接
し
た
が
、
元
來
憲
法
制
定
と
ψ
ふ
一
事
は
國
家
根
本
の
大
業
で
あ
る
か
ら
、

懲
さ
に
充
分
な
る
経
費
を
是
に
割
り
當
て
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
し
、
且
つ
灘
費
の
流
用
は
重
要
岡

題
で
あ
る
か
ら
、
法
定
手
繍
に
從
つ
て
先
づ
國
務
會
議
の
議
決
を
経
泥
る
上
、
是
れ
を
行
ふ
可
き

筋
合
の
も
の
で
あ
る
ピ
信
じ
此
等
の
主
旨
を
絶
統
は
歴
衣
陳
明
す
る
に
及
ん
だ
が
、
未
だ
諒
勧

を
褻
ら
な
か
つ
π
。
（
二
》
六
月
二
日
に
及
び
國
務
院
捻
総
統
秘
書
鵬
よ
り
欝
面
を
以
て
、
京
帥
軍

警
督
察
慮
に
關
す
る
陰
漢
章
の
調
査
報
皆
に
從
て
督
察
慮
の
徹
裁
を
實
行
す
可
き
旨
の
命
令

に
接
し
陀
釜
軍
）
。
　
（
三
｝
同
日
、
閣
議
に
於
て
は
北
京
崇
交
門
税
務
監
督
に
醇
篤
弼
を
任
命
す
る
こ

と
を
議
決
し
乾
の
で
、
直
に
任
命
令
を
起
草
し
て
國
務
員
の
副
署
を
添
え
網
統
に
蓋
印
を
求
め

允
る
に
、
三
圓
を
経
て
未
だ
蓋
印
を
嚢
ら
な
い
。
と
三
個
の
事
實
を
陳
述
し
、
更
ら
に
論
摘
し
て
、



『
伏
査
。
民
國
約
絵
探
‘
取
資
任
内
閣
鵠
度
唖
故
於
・
第
四
十
五
條
鴫
明
7
定
凡
大
総
統
費
布
命
令
須
診

経
昌
國
務
員
副
署
岨
叉
糞
一
政
府
組
織
令
司
國
務
由
昌
國
務
會
一
行
ヅ
之
。
　
叉
奄
下
國
務
會
義
規
剰
第
一
條

所
γ
列
國
務
會
議
事
項
。
第
三
項
豫
算
外
之
支
出
。
第
七
項
簡
任
官
菩
が
勅
任
官
に
當
る
之
進

逞
各
等
語
加
是
借
昌
機
關
欺
二
海
關
修
善
費
を
流
用
す
る
こ
ε
》
及
簡
昌
任
税
務
監
督
一
各
案
之
必
須
下

経
昌
由
國
務
會
議
議
決
一
辮
理
如
具
有
昌
明
丈
刈
今
大
総
統
事
先
出
以
鵜
断
鴫
事
後
不
ヅ
抑
一
動
渤
司
凡
勢
二

禰
座
之
分
憂
刈
實
出
昌
閣
員
之
失
職
4
紹
曾
等
鮭
不
レ
蒙
二
信
任
刈
　
惟
有
下
仰
三
懇
鈎
座
一
一
立
予
罷
斥
岨
　
以

明
昌
責
任
崎
　
而
電
中
法
制
加
不
昌
勝
屏
替
刈
待
昌
命
之
至
4
縞
維
責
任
内
閣
制
。
　
載
荏
昌
約
法
岨
今
既
費
任

不
レ
明
、
以
後
危
除
情
形
。
登
可
一
奮
喩
司
紹
曾
等
備
ソ
員
閣
ソ
庸
。
　
既
不
レ
欲
三
使
一
已
蒙
・
・
榊
失
職
之
餐
鴫

復
不
レ
欲
レ
陥
曽
完
首
於
昌
侵
穰
之
嫌
明
惟
有
下
軽
昌
請
罷
斥
鴫
解
Φ
除
責
任
描
麗
麗
苦
衷
、
伏
希
昌
諒
察
』

ε
し
ね
。
即
ち
海
闘
の
修
善
費
を
憲
法
制
定
費
に
流
用
す
る
こ
ε
や
、
京
舗
軍
警
督
察
露
を
撤

裁
す
る
爲
め
に
督
察
庭
長
を
罷
冤
す
る
こ
ピ
や
は
、
約
法
が
責
任
内
閣
制
を
規
定
し
て
る
以
上
、

総
統
は
國
務
會
議
に
於
て
國
務
員
ε
協
同
し
て
決
定
す
可
き
も
の
で
あ
る
。
設
し
て
や
、
國
務

會
議
規
則
に
は
豫
算
外
の
支
出
、
簡
任
官
の
進
逞
等
に
就
て
は
國
務
會
議
が
議
決
す
可
き
二
ε

を
明
定
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
然
る
に
維
統
は
此
等
の
問
題
に
就
き
翻
定
本
來
の
面
目
を

躁
闘
し
て
今
や
越
櫨
的
行
動
に
出
で
た
。
叉
崇
交
門
税
監
督
の
任
命
に
就
て
も
國
務
會
議
規

　
　
　
　
支
那
府
院
闘
題
ド
轡
す
る
脚
考
擦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嗣
九



　
　
　
支
那
騰
院
闘
繧
に
鍔
す
る
一
蓼
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

則
に
簡
任
官
の
任
命
は
國
務
會
議
の
議
決
に
倹
つ
旨
が
規
定
さ
れ
て
る
以
上
、
而
し
て
叉
、
國
務

員
が
任
命
を
呈
請
し
て
之
れ
に
副
署
し
た
以
上
、
絡
統
は
之
れ
を
慮
漆
に
准
許
す
可
き
で
あ
る
、

然
ら
ざ
れ
ば
責
任
内
閣
制
は
何
人
ε
し
て
維
持
せ
ら
れ
や
う
、
ε
い
ふ
の
が
張
紹
曾
の
意
見
で

あ
る
。
勿
論
此
等
の
事
由
は
張
内
閣
絡
欝
職
の
表
面
的
理
由
に
過
ぎ
す
し
て
、
實
際
の
鍋
因
鳳

別
に
政
局
の
河
床
に
底
深
く
流
れ
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
が
兎
も
角
、
彼
の
肝
論
は
國
務
薩
髄
の

支
持
論
と
し
て
は
當
然
傾
聴
さ
れ
可
き
も
の
で
あ
ら
ね
ぱ
な
ら
腐
。

　
暫
ら
く
、
過
去
十
年
の
政
治
史
に
回
想
す
る
に
、
既
謂
府
院
問
題
の
論
孚
は
政
治
上
の
實
際
閥

題
を
通
じ
て
、
時
々
に
時
々
の
形
態
を
具
え
て
現
は
軸
、
或
る
時
は
総
統
が
國
務
院
を
塵
し
、
叉
或

る
時
は
國
務
院
が
総
統
を
制
御
し
た
こ
ε
も
あ
つ
て
．
常
に
雨
者
の
問
に
論
璽
の
絶
え
な
か
つ

髭
案
件
で
あ
る
。
講
ふ
、
過
ぐ
る
十
年
の
経
緯
を
捨
討
し
て
看
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
民
國
元
年
の
或
る
日
の
こ
ピ
で
あ
る
。
民
翻
最
初
の
國
務
総
理
た
る
唐
紹
儀
は
、
彼
が
内
閣

の
陸
累
縫
長
に
し
て
総
統
震
の
忠
實
な
る
奉
行
で
あ
つ
た
段
棋
瑞
が
威
風
堂
々
と
し
て
途
上

を
行
く
に
會
つ
髭
ε
き
、
武
力
無
き
者
が
國
務
院
制
（
責
任
内
閣
制
あ
維
持
に
霊
寵
す
る
こ
ε
の

鋤
何
に
困
難
な
る
か
を
深
《
長
嘆
し
た
こ
ε
が
あ
つ
詮
蜜
傅
え
も
れ
て
ゐ
る
。
蜜
際
、
富
時
の



唐
紹
儀
は
事
韓
に
加
へ
ら
る
、
穂
統
嚢
毯
凱
の
猫
裁
的
歴
追
に
誌
抗
し
鋸
然
ε
し
で
園
務
院

擁
護
に
努
め
た
の
で
は
あ
つ
陀
が
、
實
力
を
拷
泥
な
い
彼
の
反
抗
は
結
局
、
實
力
者
嚢
世
凱
の
鐙

繭
に
一
郷
さ
れ
す
に
は
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
乖
奈
、
童
世
凱
は
約
法
の
制
定
者
が
豫
じ
め

期
待
し
た
や
う
に
、
寅
確
を
随
な
は
ぬ
政
治
的
虚
器
の
大
総
統
た
る
こ
ビ
を
肯
す
る
人
物
で
は

な
か
つ
た
。
唐
内
閣
成
立
り
當
初
よ
り
國
務
継
理
及
ぴ
國
務
院
の
存
有
を
全
く
無
税
し
て
ゐ

泥
．
彼
は
約
法
が
大
総
統
に
封
し
て
國
務
會
議
に
出
席
す
可
き
義
務
を
規
定
し
て
ゐ
な
い
の

を
理
由
ε
し
て
毫
も
國
務
會
議
に
列
席
し
な
か
つ
ね
。
夫
れ
に
も
拘
ら
す
、
彼
は
彼
の
賓
力
ε

才
幹
ε
に
由
つ
て
國
務
會
議
が
決
定
せ
ん
ビ
す
る
諸
般
の
事
項
に
封
し
て
必
す
維
統
自
身
の

同
意
あ
る
を
必
要
ε
す
る
慣
例
を
造
く
る
こ
ε
に
成
功
し
た
の
で
あ
つ
セ
。
從
て
嘗
時
國
務

曾
議
の
決
定
し
た
案
件
が
．
實
行
せ
ら
る
、
ε
否
ε
は
一
つ
に
懸
て
震
総
統
の
個
人
的
撰
操
に

侯
つ
の
外
な
く
、
遙
常
、
國
務
員
は
始
め
國
務
會
議
を
開
き
、
次
い
で
討
議
の
経
邊
並
に
國
務
會
議

の
意
見
を
総
統
に
具
申
し
、
最
後
に
彼
が
審
劃
を
侯
つ
髭
の
で
あ
る
。
國
務
會
議
の
如
き
は
何

等
の
重
要
な
政
治
的
過
程
で
は
な
か
つ
泥
。
し
か
も
彼
が
猫
裁
的
傾
向
は
愈
蜜
鐵
で
、
愈
、

甚
し
《
、
重
要
政
務
の
起
れ
る
に
．
際
し
て
は
疲
が
有
す
る
強
大
塗
實
力
を
援
ε
し
風
必
要
の
あ

る
ま
、
に
國
務
員
に
訓
令
し
、
提
案
し
、
自
由
に
之
を
操
縦
し
詑
ぱ
か
9
で
な
く
、
茜
し
き
に
垂
つ

　
　
　
　
曳
那
府
院
隅
題
に
劉
す
う
一
考
撚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



　
　
　
支
那
謄
院
惚
繧
に
封
す
る
噂
蓼
雛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご
嘱

て
は
．
公
布
せ
ら
る
可
き
教
命
、
命
令
の
草
案
す
ら
も
國
務
院
の
起
草
に
婁
か
せ
す
し
て
自
ら
起

華
し
、
以
て
支
那
輔
流
の
誇
張
と
撒
藷
ピ
に
節
ら
れ
る
文
書
の
拙
劣
な
ら
ざ
ら
ん
二
ξ
を
期
し

泥
程
で
あ
つ
た
。
宜
な
る
か
塗
、
彼
は
内
外
の
軍
人
、
政
客
、
學
者
等
多
数
の
顧
問
を
驚
く
可
き
亘

餐
を
役
じ
て
招
聴
し
、
総
統
府
は
洵
に
國
務
院
以
上
に
多
敷
の
研
究
調
査
の
機
醐
に
瀟
ち
て
ゐ

詫
。
而
し
て
彼
が
大
絡
統
就
任
以
奈
常
に
努
め
て
休
ま
な
か
つ
托
四
國
借
欺
團
｛
後
に
六
國
借

款
團
｝
へ
の
信
頼
的
接
近
は
、
絡
ひ
に
外
國
資
本
團
の
好
威
ε
後
援
ε
を
纐
ち
得
る
に
至
つ
た
溝

（
註
∬
）
，
彼
は
極
め
て
巧
み
に
資
本
圏
の
後
援
を
緯
統
猫
裁
制
途
行
の
上
に
利
用
し
た
の
で
あ

つ
陀
。
責
任
内
閣
論
者
唐
維
理
の
拮
抗
が
全
く
彼
の
意
ε
す
る
所
で
な
か
つ
た
の
は
、
慧
う
し

た
各
般
の
事
情
…
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
民
國
元
年
三
月
、
彼
が
四
國
資
本
團
ε
斯
謂
『
善
後
借

款
』
の
取
極
に
就
き
交
渉
し
っ
、
あ
つ
た
際
、
唐
総
理
ε
自
耳
義
費
本
困
ε
の
問
に
借
款
密
約
の

あ
る
こ
ε
が
暴
露
し
セ
の
で
、
彼
は
此
事
件
を
端
ε
し
て
唐
内
閣
を
盆
、
無
覗
し
、
且
つ
事
毎
に

麗
迫
を
加
ム
る
に
至
つ
た
。
唐
総
理
は
自
派
の
同
盟
會
を
中
心
ε
し
て
國
會
に
占
櫨
し
、
総
統

の
借
款
政
策
を
始
め
ε
し
其
の
掲
裁
的
傾
向
に
封
し
て
猛
烈
な
反
抗
運
動
を
開
始
し
た
が
、
嚢

涙
政
客
論
難
の
下
に
六
月
十
五
日
天
津
に
逃
O
す
る
の
已
む
な
き
に
璽
つ
た
。
か
く
し
て
彼

が
内
閣
は
僅
か
に
二
ヶ
月
半
の
存
綾
を
以
て
琵
壌
し
た
の
で
あ
る
が
、
府
院
問
題
の
雫
闘
は
其



泥
壊
前
に
於
て
既
に
絡
統
側
の
捷
利
に
館
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
唐
紹
儀
以
後
の
國
務
総
埋
は
前
清
時
代
に
於
け
る
震
世
凱
の
郎
蕪
か
然
ら
ざ
れ
ぱ
別
懇
の

知
友
で
あ
つ
た
。
陸
徴
詳

と
い
ひ
趙
乗
鈎
ピ
い
ひ
段
棋
瑞
ε
い
ム
も
名
は
國
務
総
埋
怨
あ
つ

た
が
、
實
は
婁
世
凱
恩
顧
の
輔
郎
窯
た
る
に
過
ぎ
な
か
つ
弛
。
從
つ
て
彼
が
絡
統
濁
裁
主
義
は

此
等
の
内
閣
の
下
に
於
て
は
殆
ど
何
等
の
阻
擁
に
遭
遇
す
る
こ
ε
塗
く
、
全
く
彼
に
有
利
に
展

開
し
た
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
民
國
二
奪
十
一
月
に
入
る
や
、
彼
は
一
暴
、
國
會
を
解
敵
し
、
整
年

五
月
に
は
早
や
く
も
新
紺
法
を
公
布
し
て
責
任
内
閣
制
を
鰻
し
．
代
ゆ
る
に
國
務
卿
制
を
以
て

し
た
こ
ビ
は
未
だ
世
人
の
記
臆
に
新
し
い
所
で
あ
る
。
大
総
統
を
以
て
行
政
の
首
長
ε
し
盆

皿
、
其
の
下
に
國
務
卿
一
人
を
置
い
て
総
統
を
賛
裏
せ
し
め
（
註
巴
別
に
内
務
外
務
財
政
陸
軍

海
軍
司
法
敷
育
農
商
交
通
の
九
部
を
置
き
（
註
v
》
、
各
、
総
長
一
人
を
し
て
行
政
事
務
を
分
業

せ
し
め
る
こ
と
ε
し
（
註
Ψ
、
且
つ
國
務
卿
が
線
統
を
賛
裏
す
る
に
當
て
は
総
統
の
下
に
政
事
堂

な
る
一
官
府
を
設
け
（
政
事
堂
組
織
令
に
由
る
冒
此
機
關
を
通
じ
て
行
ム
も
の
ε
し
た
の
が
、
即
國

務
卿
制
で
あ
る
。
か
く
て
從
來
、
中
央
地
方
の
官
盛
が
國
務
穂
理
に
封
し
て
具
申
し
た
る
事
項

は
凡
て
政
事
堂
を
通
じ
て
國
務
卿
の
手
に
よ
り
総
統
に
上
申
す
る
こ
ビ
ご
な
騒
、
後
濃
國
務
院

令
（
閣
令
｝
を
以
て
施
行
し
た
る
事
項
も
亦
凡
て
大
纏
統
令
を
以
｛
行
は
る
、
こ
ピ
ε
な
。
参
義
伽
）
、

　
　
　
　
支
那
府
院
醗
題
に
蜀
す
る
一
轡
寮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
鷺
那
驚
院
麗
鳳
に
鱒
す
5
輔
蓼
樂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
囚

銭
に
纏
統
の
濁
裁
制
が
完
成
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
随
て
此
の
時
代
に
在
つ
｛
は
府
瞬
問
題
は

狸
論
上
の
問
題
ビ
し
て
は
兎
も
角
、
政
治
上
の
實
際
問
題
ε
し
て
は
最
早
や
其
の
婁
を
全
く
滅

却
し
セ
の
で
あ
つ
た
。

　
然
る
に
裳
、
纏
統
の
晩
年
、
帝
政
の
簿
叢
が
雲
南
起
義
に
遭
て
坐
折
す
る
や
彼
は
再
び
國
務
院

制
の
復
潜
に
努
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
つ
た
。
五
年
四
月
二
十
一
日
の
政
府
組
織
令
に
規
定

さ
れ
泥
も
の
が
即
ち
是
れ
で
、
励
謂
第
一
次
段
棋
瑞
内
閣
が
そ
の
最
初
の
責
任
内
閣
で
め
つ
た
。

元
‘
段
は
嚢
縫
統
藥
籠
中
の
人
物
で
あ
る
。
随
て
國
務
院
制
再
興
の
後
ピ
雛
も
雨
者
の
闘
に

は
何
等
府
院
問
題
の
論
争
を
喚
趨
す
る
や
う
な
串
件
は
起
ら
な
か
っ
セ
。
然
る
に
震
逝
タ
、
黎

　
　
　
　
　
　
　
ヱ

代
は
る
る
及
ん
で
（
駐
鴨
）
蝕
に
再
び
府
院
の
關
係
は
圓
滑
を
鱗
ぐ
に
至
つ
セ
。

　
五
年
六
月
段
棋
瑞
が
第
二
次
内
閣
を
紹
織
す
る
ε
闘
も
な
く
、
彼
は
．
政
治
的
才
幹
に
多
く
恵

ま
れ
て
ゐ
な
い
黎
元
洪
の
穗
統
左
る
地
位
を
無
観
し
始
め
泥
。
彼
嫉
國
務
會
議
に
封
し
黎
総

統
の
列
席
す
る
こ
ε
を
好
ま
な
か
つ
た
。
彼
は
國
務
禽
議
の
議
決
し
ね
泰
項
も
多
《
は
報
皆

す
る
こ
ε
さ
へ
敢
て
し
な
か
っ
た
。
時
ε
し
て
彼
が
線
統
に
會
見
し
な
塾
こ
ピ
歎
ヶ
月
に
至

つ
た
こ
と
す
ら
も
あ
つ
驚
繰
で
あ
る
。
そ
こ
で
黎
総
統
は
自
身
に
於
て
深
き
了
解
を
持
た
職

融
続
令
を
、
國
務
院
の
要
求
め
る
が
ま
、
K
曇
し
た
り
、
或
は
各
部
総
長
か
ら
の
精
細
な
報
告
に



接
し
な
い
で
だ
蟹
総
長
の
呈
請
す
る
が
ま
、
に
文
武
富
員
の
任
免
を
行
ふ
ε
い
ふ
顔
色
で
あ

つ
泥
。
別
言
す
れ
ぱ
、
彼
は
是
れ
一
個
の
虚
器
で
あ
つ
髭
。
維
統
印
鑑
の
一
守
衛
に
外
な
ら
な

か
つ
髭
の
で
あ
る
。
當
時
漢
字
新
聞
の
多
数
は
此
の
間
の
事
情
を
騨
す
る
に
『
内
閣
專
制
』
の
文

字
を
以
て
し
、
裳
総
統
時
代
の
『
総
統
專
制
』
に
封
照
し
て
ゐ
泥
　
し
か
も
此
等
の
論
難
批
欝
に
調

し
．
段
総
理
及
び
其
一
膿
は
辮
明
し
て
、
荷
し
く
も
現
制
が
責
任
内
閣
で
あ
る
以
上
、
國
家
の
政
務

に
騙
し
直
接
に
責
任
を
負
ふ
も
の
は
國
務
院
を
措
い
て
他
に
あ
る
な
く
、
総
統
は
英
國
憲
法
の

一
大
原
則
、
餐
茜
8
昌
3
き
護
o
凝
の
地
位
に
立
ち
、
佛
國
大
統
領
の
如
《
多
く
政
泊
の
實
際
に
干

興
す
可
き
も
の
で
な
い
。
從
て
総
統
が
國
務
會
議
に
欝
席
す
る
こ
ピ
は
不
必
要
で
あ
う
、
且
ウ

國
務
員
が
國
務
會
議
に
於
て
決
定
し
た
る
事
項
は
改
め
て
総
統
ε
の
問
に
協
議
す
る
必
要
も

な
陵
と
論
摘
し
た
の
で
あ
つ
泥
。
蓋
し
裳
縛
統
時
代
に
於
け
る
府
院
關
係
の
反
動
で
あ
つ
セ

ビ
も
看
ら
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
．
黎
．
段
府
院
の
關
係
が
切
勢
に
世
人
の
注
目
を
惹
い
セ
磯
復
泥

2
た
新
し
き
紛
孚
を
喚
起
す
る
事
件
が
突
登
す
る
こ
と
に
成
つ
た
。
事
件
は
慧
5
で
あ
る
。

入
月
廿
四
旦
五
年
｝
．
國
務
院
秘
書
長
徐
樹
鐸
が
國
務
會
議
の
議
定
を
麗
ね
る
一
屡
交
書
を
総
統

府
に
齎
ら
し
て
、
総
統
の
蓋
印
を
索
あ
た
と
こ
ろ
、
総
統
府
秘
書
長
了
世
繹
は
是
に
二
三
の
修
正

を
蜘
へ
で
再
提
議
を
求
め
、
敢
て
之
を
受
理
し
な
か
つ
セ
。
か
く
て
問
題
は
府
院
闘
の
激
烈
な

　
　
　
曳
那
府
院
問
麗
に
野
す
る
一
考
癖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
曳
一
那
（
暦
…
繭
屍
囎
岡
鰹
一
に
邑
罰
す
■
◎
鱒
考
露
m
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
心
ハ

る
諭
畢
ピ
な
り
、
緒
局
段
維
理
は
．
國
務
會
議
の
議
決
せ
る
事
項
に
封
し
総
統
が
同
意
せ
ざ
る
櫨

寳
任
内
閣
本
來
の
主
旨
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
憤
然
ε
し
て
醗
表
を
呈
す
る
に
至
つ
た
。

態
う
し
た
霞
絡
理
の
威
嚇
的
手
段
は
意
外
に
も
立
ち
所
に
効
を
轟
し
、
緯
統
側
は
欝
表
呈
畿
後

閥
も
な
く
國
務
院
側
に
譲
歩
す
る
こ
ε
ビ
な
う
段
総
理
も
復
職
し
て
轟
件
は
大
詰
ε
な
つ
た

が
、
當
時
此
事
件
に
關
聯
し
て
國
務
院
側
が
総
統
府
に
封
し
て
提
出
し
た
る
條
件
．
則
ち
（
ご
“
政

各
部
の
一
部
叉
は
数
部
に
關
す
る
事
件
に
就
て
は
國
務
総
理
並
に
嘗
談
各
部
総
長
が
其
責
任

を
負
ふ
こ
ご
（
二
薗
務
緬
理
は
大
総
統
の
登
す
る
命
令
に
封
し
其
賛
畳
を
負
ふ
こ
ε
…
客
部
次

長
は
政
務
に
關
し
責
任
を
負
ふ
こ
ピ
（
四
、
各
部
次
長
は
本
部
の
串
務
に
關
し
責
任
を
負
ふ
こ
ε

盆
）
國
務
院
令
の
登
表
は
総
長
に
於
て
責
任
を
．
負
ふ
こ
三
六
》
國
務
総
理
並
に
各
部
総
長
は
大
総

統
の
命
令
に
封
し
副
署
す
る
を
拒
絶
し
得
る
乙
三
七
｝
副
署
を
拒
絶
し
た
る
揚
合
に
は
其
理
由

を
附
し
利
害
を
饒
明
し
て
修
正
す
る
を
請
求
し
得
る
こ
ε
ε
い
ふ
要
求
が
承
認
せ
ら
れ
た
の

で
、
事
件
は
始
め
て
落
著
し
セ
の
で
あ
る
ε
さ
え
傅
え
ら
れ
た
。
禽
盛
）
。
傳
ふ
る
所
、
果
し
て
事

實
で
あ
つ
た
ε
す
れ
ぱ
、
今
後
國
家
の
政
務
は
大
小
を
問
は
す
凡
て
國
務
絡
理
及
國
務
員
に
於

て
按
配
鰭
理
せ
ら
れ
纏
統
は
惟
だ
空
名
の
行
政
首
長
と
し
て
徒
ら
に
絡
統
印
鑑
を
監
理
す
る

に
遇
ぎ
m
も
の
ピ
な
る
の
で
あ
る
が
、
奨
備
は
圃
よ
b
紹
で
は
な
い
。
が
、
併
し
其
後
の
事
態
に



徴
す
る
に
、
此
の
事
件
あ
つ
て
以
奈
國
務
院
側
が
事
毎
に
総
統
府
を
歴
し
、
且
っ
制
御
し
た
こ
ε

は
事
實
で
あ
つ
て
、
所
謂
『
内
閣
専
制
』
の
傾
向
は
洵
に
招
然
た
る
も
の
で
あ
つ
泥
。

　
然
る
に
民
國
六
年
所
謂
幽
職
問
題
に
關
聯
し
て
黎
纏
統
其
職
を
嚇
し
、
嬬
國
璋
大
総
統
π
る

に
及
び
府
院
雨
者
の
關
係
は
再
び
鐙
つ
て
奈
泥
。
則
ち
震
総
統
時
代
の
如
く
総
統
專
制
で
は

か
つ
た
が
、
ま
た
黎
絡
統
時
代
に
看
ら
れ
た
如
く
内
閣
專
制
で
も
な
か
つ
ね
。
さ
う
と
て
、
府
院

は
行
政
部
の
一
一
方
面
ピ
し
て
互
に
協
調
し
て
政
務
を
按
配
し
、
圓
滑
な
る
關
係
を
待
績
し
泥
の

で
も
な
か
つ
た
。
國
政
に
封
す
る
爾
者
の
意
見
は
一
致
を
鮫
き
、
延
て
は
中
央
政
府
の
政
策
が

纏
統
の
夫
れ
、
國
務
総
理
の
夫
n
ε
各
，
別
個
の
も
の
ε
し
て
別
々
の
途
に
向
て
進
で
行
《
の

が
常
態
で
あ
つ
セ
。
畢
寛
す
る
に
、
嬌
絡
統
虐
、
彼
の
下
に
最
も
永
く
國
務
網
理
ε
し
て
内
閣
を

趙
織
し
陀
る
段
棋
瑞
（
鵜
総
統
時
代
に
は
王
士
珍
、
饒
能
訓
等
各
3
総
理
た
り
し
こ
ε
も
あ
る
が

其
期
間
は
共
に
短
く
、
段
棋
瑞
は
前
後
二
同
に
亘
て
内
閣
を
組
織
し
π
ピ
が
、
共
に
軍
閥
の
頭
籟

と
し
て
．
略
ぼ
互
角
の
政
治
的
實
力
を
持
て
ゐ
陀
が
爲
め
で
あ
ろ
う
。
當
時
の
中
央
政
府
に
取

っ
て
最
も
重
要
な
問
題
は
封
南
方
策
で
あ
0
た
が
、
是
に
封
し
て
は
煽
総
統
は
李
和
的
委
協
主

義
を
高
唱
し
て
ゐ
た
が
、
段
緯
理
は
是
に
反
し
、
武
力
討
伐
主
義
を
懐
き
、
爾
雄
互
に
相
譲
ら
塗
か

つ
乾
。
し
か
も
前
者
は
李
純
、
王
占
元
．
陳
光
遽
等
鐸
々
髭
る
長
江
督
軍
團
の
支
持
を
有
し
、
後
者

　
　
　
支
那
燈
院
筒
題
に
舅
す
る
一
考
黙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
支
那
群
院
陶
羅
に
欝
す
轟
一
導
撚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
入

亦
直
蒜
出
東
安
徽
肉
西
莫
他
の
北
洋
軍
閥
の
後
援
を
得
て
、
事
毎
に
反
嘘
し
排
擁
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

つ
だ
。
　
共
結
果
は
國
家
を
暴
て
、
北
方
｛
段
派
》
中
部
（
嬌
派
）
並
に
南
方
の
三
勢
力
に
分
ち
、
彼
等
し
て

三
ツ
巴
ご
な
う
、
劒
奪
を
極
め
る
に
至
ら
し
め
π
の
で
あ
る
。

　
民
國
七
年
煽
縛
統
、
期
浦
ち
て
職
を
去
）
、
徐
世
昌
纏
統
た
る
に
及
で
、
府
院
の
關
係
は
大
膿
に

於
て
常
に
圓
滑
を
失
は
職
こ
ε
ε
な
つ
セ
。
蓋
し
徐
総
統
の
餐
協
的
協
調
的
態
度
の
然
か
ら

し
め
た
所
。
府
院
問
題
の
如
き
は
最
早
や
多
く
世
人
の
口
頭
に
上
ぽ
ら
菰
か
つ
た
。
然
る
に

奉
直
戦
雫
の
結
果
昨
年
六
月
を
以
て
徐
世
昌
は
天
津
に
逃
が
れ
、
黎
発
洪
三
ぴ
齪
置
し
て
総
統

に
就
任
し
、
以
て
今
日
に
及
ん
だ
が
蕪
き
僅
に
一
年
に
し
て
総
理
張
紹
曾
ε
り
間
に
逡
般
の
府

院
問
題
を
喚
起
し
、
延
て
は
彼
自
身
の
夫
津
落
と
な
る
に
至
ウ
髭
で
あ
る
。

　
府
院
．
問
題
魁
去
の
経
邉
は
大
要
態
チ
し
た
も
の
で
あ
る
。
是
に
由
て
観
れ
ぱ
、
府
院
爾
者
の

關
係
は
、
そ
の
時
々
に
於
け
る
登
揚
入
物
の
如
何
に
由
て
常
に
麓
遷
し
紀
の
で
あ
つ
て
、
今
後
と

難
も
猿
恐
ら
く
過
法
の
歴
史
を
繰
｝
返
え
す
こ
嘘
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
淘
に
さ
う
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
府
院
問
題
ピ
い
ふ
實
際
政
治
の
案
件
は
其
の
根
本
の
窺
念

に
於
て
、
現
制
則
ち
総
統
の
下
に
責
任
内
閣
制
を
維
持
す
る
國
家
組
織
が
。
夫
れ
自
騰
．
支
那
に
果



た
し
て
適
懸
す
る
や
否
や
の
問
題
を
内
在
せ
し
む
る
。
逡
ぐ
る
十
ヶ
年
の
問
、
業
で
に
幾
多
の

議
論
が
闘
は
さ
れ
幾
多
の
見
解
が
登
表
さ
れ
た
が
多
く
は
首
肯
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
か

つ
た
や
ラ
で
あ
る
。
吾
叢
は
進
で
此
の
鐵
を
考
察
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
現
制
が
支
那
に
遍
態
せ
す
と
看
て
、
先
づ
第
輔
に
考
え
ら
れ
る
の
は
國
務
院
制
を
震
し
．
國
務

卿
制
を
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
則
ち
裳
匿
凱
時
代
に
試
み
ら
れ
た
や
う
に
、
総
統
の
下
に

一
人
の
國
務
卿
を
置
き
、
政
事
堂
ビ
紹
す
る
が
如
き
特
設
の
一
機
關
を
麺
じ
て
総
統
を
賛
裏
せ

し
め
、
別
に
総
統
の
任
命
す
る
纏
長
．
を
し
て
各
部
の
所
管
事
務
を
分
掌
せ
し
め
、
以
て
行
政
部
を

立
法
部
よ
）
完
全
に
濁
立
せ
し
め
ん
ε
す
る
こ
ε
是
で
あ
る
。
詞
を
易
え
て
圓
へ
ぱ
米
國
制

度
を
其
の
2
、
に
移
植
し
て
は
如
阿
ε
い
ふ
こ
ε
で
あ
る
。

　
元
來
支
那
の
國
民
は
人
も
知
る
如
く
、
歎
千
隼
以
黍
、
王
道
主
義
の
下
に
於
て
君
主
編
裁
制
に

訓
練
さ
れ
た
國
民
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
政
治
の
権
能
が
一
娼
人
よ
り
螢
動
す
る
‘
と
は
國
罠
全

膣
に
取
つ
て
は
何
等
の
奇
怪
で
は
な
い
。
　
寧
ろ
か
く
あ
つ
て
こ
そ
、
支
那
の
や
う
に
地
方
分
櫃

の
験
逮
し
た
る
國
家
に
在
つ
て
は
政
治
の
安
泰
を
竃
固
に
す
る
所
以
で
あ
ろ
5
ε
考
え
ら
⑳

蹴
こ
ε
も
な
い
。
裳
世
凱
並
に
彼
が
政
治
顧
問
の
帝
政
論
は
其
の
根
本
に
於
て
慧
う
し
た
観

念
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
假
り
に
、
か
、
る
見
地
を
是
認
す
る
ε
せ
ぱ
、
大
絡
統
が
立
法
部

　
　
　
支
輝
暦
院
閣
趨
に
封
す
乙
．
一
蓼
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
支
那
府
院
織
題
に
封
す
る
一
考
憲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
0

よ
り
全
く
濁
立
し
て
寓
機
を
猫
裁
す
る
こ
ε
は
却
て
民
族
の
傳
統
に
添
ふ
所
以
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
総
統
を
以
て
天
子
に
、
國
務
卿
を
以
て
宰
相
奢
し
く
は
団
爾
書
門
下
季
章
事
の
如

く
宰
相
セ
る
の
實
権
ε
地
位
ビ
を
有
し
た
る
竜
の
ヒ
、
比
較
す
れ
ぱ
、
総
統
濁
裁
制
は
洵
に
歴
史

的
合
理
さ
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
然
れ
ど
も
．
齢
て
総
統
掲
裁
制
實
施
の
可
能
よ
り
論
す
れ
ぱ
、
既
に
嚢
世
凱
の
帝
政
篶
蜜
に
娼

で
あ
る
や
う
に
、
萬
機
親
裁
の
槽
能
を
賦
輿
さ
れ
た
る
総
統
は
、
燕
人
物
の
如
何
に
よ
つ
て
は
、
彼

が
才
幹
ε
實
力
ε
を
以
て
宛
然
、
専
制
君
主
た
る
に
至
る
こ
ピ
も
あ
）
得
る
で
あ
ろ
う
。
殊
に

現
今
の
如
く
政
治
的
頽
壌
が
其
喬
潮
期
に
遽
し
セ
る
時
に
當
て
畦
そ
，
の
蓋
然
性
は
最
も
多
い
。

そ
こ
で
．
共
和
民
主
が
支
那
に
不
遍
當
で
あ
る
ξ
す
れ
ぱ
問
題
は
自
ら
測
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
瞬

が
、
少
な
く
ε
も
く
契
℃
8
＆
の
原
則
を
維
持
す
る
現
制
を
支
持
し
て
是
を
論
す
れ
ぱ
．
か
、
る
虞

を
最
も
多
く
具
有
す
る
國
務
卿
制
（
即
ち
総
統
濁
裁
制
｝
は
是
を
是
認
す
る
こ
ξ
は
不
可
能
で
あ

る
。
い
つ
た
い
、
米
國
に
於
て
大
統
領
が
立
法
部
よ
も
全
く
離
れ
て
、
萬
般
政
務
を
総
撹
し
、
猶
ほ

且
つ
民
主
政
治
詫
る
を
失
は
な
い
所
宴
は
、
詮
す
る
と
こ
ろ
、
大
統
領
も
立
法
部
も
共
に
國
民
の

輿
論
に
支
配
せ
ら
れ
る
が
爲
め
で
あ
る
。
行
政
と
立
法
ε
の
分
立
が
民
主
主
義
に
抵
鯛
す
る

こ
ε
な
く
圓
滑
に
蓮
用
し
得
る
現
象
は
輿
論
が
威
力
を
有
す
る
國
家
に
於
て
こ
そ
始
め
て
期



待
き
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
此
駄
は
今
弊
か
に
支
那
に
求
む
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
國
民
の
政
治

批
剣
が
離
健
且
つ
豊
窟
で
な
い
支
那
に
，
威
力
あ
る
輿
論
が
近
く
麟
生
す
る
だ
ろ
う
ご
は
何
ん

と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
假
令
、
観
近
輿
論
が
多
少
其
形
態
を
具
え
始
め
ね
ε
は
い
へ
、
未
だ

以
て
立
法
行
政
の
雨
部
を
支
配
し
左
右
し
得
る
底
の
も
の
で
は
な
い
（
書
響
。
果
た
し
て
然
ら

ば
米
國
制
度
に
彷
つ
て
國
務
卿
制
を
樹
立
す
る
は
、
や
が
て
、
絡
統
の
専
制
を
惹
起
し
、
姓
て
は
國

家
の
動
胤
を
温
畷
す
る
原
因
ε
こ
そ
な
れ
、
民
主
政
治
の
實
覗
に
寵
付
か
ん
ε
す
る
所
以
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
此
案
は
實
行
の
可
能
牲
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。

　
然
ら
ぱ
責
任
内
閣
制
に
代
ゆ
る
に
國
務
卿
制
を
以
て
す
る
こ
ε
、
猶
ほ
前
案
の
逓
参
ε
し
、
吏

に
総
統
を
し
て
議
會
に
責
任
を
負
ふ
も
の
た
ら
し
む
れ
ば
奈
何
。
此
案
に
よ
れ
ば
、
府
院
問
題

が
屡
々
喚
起
す
る
實
際
政
治
の
紛
糾
凝
溜
は
、
是
を
避
＠
る
こ
と
が
出
馨
る
ε
刷
時
に
、
制
度
自

膿
は
猶
ほ
共
和
民
主
の
原
則
に
背
戻
せ
ぬ
こ
ε
を
期
待
し
得
る
や
う
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
吾

人
は
先
づ
総
統
が
議
會
に
責
任
を
負
ム
ご
ε
に
由
て
生
す
る
結
果
如
何
に
想
到
し
て
み
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
假
に
総
統
が
議
會
に
責
任
を
負
ふ
も
の
ピ
す
れ
ぱ
、
総
統
は
常
に
議
會
の
左

右
す
る
ピ
こ
ろ
と
な
奪
、
確
圃
た
る
主
義
方
針
を
賢
際
に
行
ふ
こ
ピ
極
め
て
困
難
ε
な
う
、
編
局

は
立
法
部
の
配
下
に
鍋
燭
す
る
に
至
る
可
き
は
最
も
朋
白
で
め
る
。
か
く
て
は
、
民
主
國
に
於

　
　
　
　
支
那
府
院
闘
鷹
に
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一
考
寮
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支
那
府
院
間
題
に
封
す
る
一
考
憲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菖
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δ
る
立
法
行
政
の
雨
部
が
唇
歯
輔
者
の
關
係
に
立
ち
．
立
法
が
行
政
を
監
督
す
る
ビ
岡
時
に
行

政
部
も
亦
立
法
部
を
能
く
指
導
し
て
其
季
準
を
失
は
し
め
ざ
ら
ん
．
｝
ピ
に
努
め
以
て
憲
政
有

絡
の
美
を
牧
む
る
ε
い
ふ
効
果
は
到
底
之
を
畢
げ
得
な
い
こ
ピ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
擁
之
．
縫

続
が
行
政
の
首
長
と
し
て
政
務
を
統
ぷ
る
期
問
は
一
つ
に
懸
つ
て
議
會
の
信
任
が
縫
綾
す
る

ピ
否
ε
に
侯
つ
こ
ε
ε
な
勢
、
そ
の
結
果
は
短
期
に
総
統
選
暴
を
繰
り
返
え
さ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
こ

ε
に
な
る
。
而
し
て
地
方
議
會
の
選
學
や
、
國
會
の
逡
華
に
封
し
て
は
少
な
か
ら
す
無
關
心
で

あ
る
國
民
も
総
統
選
學
に
就
て
は
じ
か
く
冷
謄
で
あ
む
得
な
か
つ
た
こ
ε
は
過
去
の
事
實
に

徴
し
て
明
白
で
あ
る
か
ら
、
総
統
選
暴
が
屡
々
繰
り
返
え
さ
れ
る
ε
し
π
な
ら
ぱ
、
國
民
は
其
都

度
政
治
的
狂
燥
に
困
億
し
、
延
て
は
國
民
生
活
の
季
静
が
害
こ
な
は
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

此
繍
弊
害
は
猶
ほ
是
を
怨
ぷ
可
し
ビ
す
る
も
、
是
に
由
て
行
政
機
關
の
ス
タ
ビ
，
テ
ィ
蜜
が
失
は

る
、
こ
ε
に
至
つ
て
は
到
底
國
法
上
許
容
さ
る
可
き
も
の
で
塗
い
。
現
制
に
於
て
行
政
部
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ロ
ラ
メ
セ
タ
リ
コ
う
ン
ラ
ク
チ
ユ
エ
ヨ
シ
ヨ
ン

一
構
成
宴
素
た
る
内
閣
は
常
に
議
會
攣
動
に
支
配
せ
ら
れ
る
か
．
飽
の
一
要
素
た
る
大
総
統
が
、

総
統
自
身
に
謀
叛
行
爲
あ
）
た
る
場
合
を
除
い
て
は
、
其
任
期
中
．
議
會
憂
動
の
圏
外
に
臓
然
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ
ピ
リ
の
ア
イ
ロ

る
こ
ε
を
得
る
が
爲
め
．
行
政
部
の
馨
定
は
確
保
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
総
統
を
し

て
議
會
痩
動
の
下
に
立
た
し
む
る
も
の
ε
せ
ぱ
、
行
政
部
の
安
定
は
全
く
失
は
れ
る
が
故
に
勢



ひ
政
治
的
無
秩
序
は
随
時
に
喚
起
せ
ら
れ
國
民
生
活
は
爲
め
に
怖
る
可
渚
影
響
を
蒙
む
る
に

至
る
で
あ
ろ
う
。
此
方
策
も
亦
首
肯
す
る
乙
ε
が
出
來
な
い
。

　
吾
輩
の
一
家
冒
を
以
て
す
れ
ぱ
．
現
制
の
責
任
内
閣
制
を
支
持
す
る
こ
ε
は
最
も
合
理
的
な

結
論
で
あ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
威
力
め
る
輿
論
の
存
在
し
な
ψ
支
那
に
在
つ
て
は
責
任
内
閣

制
に
僥
つ
に
非
れ
ぱ
．
利
己
的
動
機
に
の
み
動
く
。
翻
々
た
る
小
数
の
野
心
家
が
、
結
局
は
彼
等
の

寡
頭
政
治
を
出
現
せ
し
む
る
に
至
る
虞
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
輩
に
夫
れ
ぱ
か
む
で
は
な
い

奔
放
不
竈
を
以
て
特
色
ε
す
る
議
會
の
横
暴
に
封
し
、
能
く
是
を
制
御
L
、
議
會
を
し
て
立
法
部

だ
る
の
季
準
を
保
た
し
む
る
爲
め
に
は
多
敷
の
國
務
員
が
是
を
指
導
す
る
こ
ε
最
も
肝
要
だ

か
ら
で
あ
る
。

　
然
ら
ぱ
現
制
を
支
持
す
る
こ
ε
に
よ
）
、
今
後
も
必
す
や
起
る
こ
と
あ
る
可
き
府
院
問
題
に

封
し
て
は
果
詫
し
て
之
を
如
何
に
す
可
き
か
。
吾
輩
を
以
て
看
れ
ぱ
、
人
爲
的
の
緩
和
策
必
す

し
も
皆
無
で
は
な
い
。
即
ち
現
に
佛
蘭
西
に
行
は
る
、
O
o
諺
亀
傷
窃
髭
憲
弩
畠
を
支
郡
に
移
植

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ソ
セ
イ
ラ
デ
こ
ま
ヌ
わ
ゑ

す
る
こ
ε
が
是
で
あ
る
。
仰
も
大
臣
鴇
議
會
ε
は
重
要
政
務
に
關
し
大
統
旗
が
内
閣
ε
會
同

し
て
、
協
同
に
討
議
す
る
揚
合
の
合
伺
會
議
で
あ
つ
て
、
内
閣
會
議
た
る
9
霧
亀
身
O
ぎ
ぎ
露
ε
は

全
く
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
佛
蘭
西
が
府
院
問
題
の
経
駿
を
嘗
て
持
ね
な
か
つ
た
の
は
實
に

　
　
　
支
郵
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闘
磁
に
封
サ
乙
一
考
鐵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菖
ゑ
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三
四

か
、
る
制
痩
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

　
元
楽
支
那
に
府
院
問
題
が
喧
騒
を
極
め
る
の
は
、
制
度
自
謹
の
罪
と
し
｛
多
く
論
す
可
き
も

の
で
は
な
い
．
掘
去
の
事
實
が
語
る
如
ぐ
、
寧
ろ
総
統
た
う
総
理
た
る
者
ゆ
人
物
如
何
に
由
て
起

る
概
題
で
あ
る
か
ら
．
從
て
佛
國
の
大
臣
協
議
會
を
移
植
し
、
現
在
の
國
務
曹
議
ε
並
存
せ
し
む

る
ε
す
る
も
今
後
雨
者
の
關
係
が
是
に
由
て
常
に
圓
滑
を
保
つ
で
あ
ろ
う
と
は
必
す
し
も
日

は
れ
な
い
。
問
題
は
結
局
蔦
政
家
の
政
治
道
徳
の
登
蓮
ε
協
同
糟
紳
の
訓
育
と
に
侯
た
ね
ば

奪
ら
ね
の
で
あ
る
が
じ
か
も
此
種
協
議
會
を
開
設
し
雨
者
の
協
岡
を
針
る
．
㌧
ζ
は
少
く
ε
竜

環
在
に
於
け
る
人
爲
的
辮
法
の
一
た
る
は
失
は
れ
ぬ
所
で
あ
ら
う
。
吾
輩
は
飽
く
ま
で
此
駄

を
力
設
し
た
い
。

　
　
　
註
1
。
　
黎
纏
統
が
行
欧
驚
理
、
政
費
節
約
か
貴
宥
す
る
爲
め
、
先
に
喰
漢
章
な
軍
讐
督
察
露
に
涯

　
　
澄
し
，
是
れ
な
徹
競
す
を
…
の
可
能
電
る
か
を
調
査
ぜ
し
め
状
る
が
．
是
に
欝
し
て
冶
漢
車
に
其

　
　
可
能
電
る
か
報
告
し
鶉
の
で
あ
る
。

　
　
　
駐
∬
。
　
舗
帝
邊
位
後
二
週
簡
目
に
食
世
凱
に
四
國
借
敦
團
よ
η
榊
榊
欝
萬
漁
の
融
説
を
受
“
乃

　
　
こ
電
に
成
功
し
糞
が
。
雌
の
時
以
來
彼
に
資
本
團
の
援
助
々
獲
ん
・
嚇
ε
に
極
力
霞
痒
し
て
ゐ
液
。

　
　
　
註
皿
。
　
新
約
怯
菖
十
九
條
．

　
　
　
註
W
。
　
新
約
法
菖
十
九
條
。

　
　
　
慧
V
o
　
新
約
普
四
十
條
。



　
臨
職
。
薪
約
怯
四
十
一
傑
ぴ

　
註
鴨
。
　
大
緯
統
の
命
令
に
『
策
令
鵠
申
令
』
『
告
令
鵠
批
令
』
の
四
種
に
分
れ
で
ゐ
る
。
　
簾
令
は
丈
武
官

の
偲
冤
“
榮
典
の
頭
輿
に
用
ひ
、
申
令
に
法
律
，
教
令
、
傑
約
、
傑
箪
等
の
公
布
並
に
賞
暦
、
曳
磯
官
量
に
欝

す
る
脂
揮
訓
令
其
他
線
続
か
職
権
に
由
り
て
軌
行
す
る
件
に
用
び
．
畳
令
．
に
國
民
に
野
す
る
宣
示

に
用
ひ
、
批
令
に
各
官
撫
の
隙
請
に
封
す
る
覆
答
に
使
用
す
る
の
で
あ
る
。
　
而
し
て
雌
等
の
命
令

に
凡
て
大
縫
統
印
か
凶
し
躍
務
卿
の
副
署
あ
る
か
必
要
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
2
三
串
五
月
十
六
日
，

大
鵜
統
公
或
程
式
令
。

♂
　
1

　
註
職
。
　
彼
に
約
法
の
規
定
に
從
て
，
副
纏
統
の
資
穣
を
以
て
大
線
統
．
な
伏
行
し
れ
の
で
あ
ろ
。

六
月
七
日
の
こ
電
で
あ
つ
憐
。

　
駐
跳
。
挙
川
滴
風
馨
．
支
那
共
和
臭
．
四
七
二
頁
番
濁
。

　
註
X
o
　
＊
驚
一
緋
四
旛
、
『
再
ぴ
大
纏
統
に
就
て
』
塗
澄
。

　
粧
距
o
　
オ
作
鎌
氏
に
輿
鶴
の
威
力
あ
る
；
ε
か
力
観
し
て
筆
者
ε
に
反
封
の
億
見
か
壌
聚
し

れ
o
冒
琶
恥
0
7
冒
即
卜
毛
鼻
魯
＆
噂
竈
■
5
0
0
・
”
管
●
参
澄
o

支
那
府
院
問
趣
．
↑
封
す
…
ロ
考
察

三
五


